
 

 

ボツリヌス菌は土壌や海、湖、川などの泥砂中に分布している菌で、熱に強い芽胞（がほう）を形成し、酸素が少な

い状態になると増殖し、毒素を産生します。この毒素は、自然界の中では最強の毒力があるといわれています。 

ボツリヌス食中毒は、ボツリヌス毒素が産生された食品を摂取後、８～３６時間で、吐き気、おう吐や視力障害、

言語障害、えん下困難などの神経症状が現れるのが特徴で、重症例では呼吸麻痺により死亡します。 

密封容器包装で要冷蔵であった食品を、誤って常温保存したことでボツリヌス菌が増殖し、

菌が産生する毒素によって発症した食中毒でした。 

ボツリヌス菌による食中毒が発生しました（新潟） 

感 染 症 週 報 

 
（三宅管内感染症発生動向調査報告） 

（三宅管内感染症発生動向調査より集計） 

令和 7（2025)年 第 7週 ( 2/10 ～ 2/16 ) 

三宅島  新型コロナウイルス感染症(COVID-19) ： １件 

御蔵島  感染症の報告はありません 
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https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tousyo/miyake/ 真空パック詰食品のボツリヌス食中毒対策 

(厚生労働省) 

東京都の注目される定点把握対象疾患  ≪東京都感染症週報 第６週≫ 

・伝染性紅斑の定点当たり報告数は、1.42で前週(1.79)より減少ですが警報レベルが続いています。  

・インフルエンザの定点当たり報告数は、2.69で前週(3.79)より減少しています。  

・感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、10.00で前週(8.65)より増加し、今後の動向に注意が必要です。 

 

予防策として、 

①容器包装詰加圧加熱殺菌食品（レトルトパウチ食品）は、常温保存可能ですが、まぎらわしい形態の食品も流通

しています。「要冷蔵」「10℃以下で保存」などの表示がある場合は、必ず冷蔵保存して期限内に消費する。 

②真空パックや缶詰が膨張していたり、食品に異臭があるときには絶対に食べないようにする。 

③家庭で缶詰、真空パック、びん詰などをつくる場合には、原材料を 

十分に洗浄し、加熱殺菌の温度や保存の方法に十分注意しないと 

危険。保存は、3℃未満で冷蔵又はマイナス 18℃以下で冷凍する。 

④ボツリヌス菌の毒素は、80℃30分間（100℃なら数分以上）の加熱 

で失活します。食べる直前に十分に加熱することも効果的。 

（参考 食品衛生の窓ボツリヌス菌：東京都保健医療局) 

全国のボツリヌス菌による食中毒の報告は、１９９９年から

2021年の間で 10件となっており、決して多くはありませんが発

症すると死亡することがあります。（発生動向調査：国立感染症研究所) 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tousyo/miyake/


令和７(2025）年 第 7 週 令和７年 2/10 ～ 2/16

4 週 5 週 6 週 6 週

RSウイルス感染症 0 (0)

咽頭結膜熱 0 (0)

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 (0)

感染性胃腸炎 0 (0)

水　　　痘 0 (0)

手 足 口 病 0 (0)

伝染性紅斑 0 (0)

突発性発しん 0 (0)

ヘルパンギーナ 0 (0)

流行性耳下腺炎 0 (0)

ＭＣＬＳ（川崎病） 0 (0)

不明発しん症 0 (0)

インフルエンザ 3 (0) 56 (3)
新型コロナウイルス感染症
(COVID-19) 2 (2) 1 (0) 12 (2)

※カッコ内：御蔵島報告数の再掲

 【三宅島出張所管内】 患者報告数推移グラフ

島しょ保健所三宅出張所管内 感染症発生動向調査

三宅出張所管内　定点把握対象疾患報告数
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東京都
定点あたり

▉インフルエンザ

管内は三宅・御蔵両島の発生数計
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▉新型コロナウイルス感染症
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※５類感染症は、感染症発生動向調査を通じ皆さまに情報提供をすることにより、

感染症の発生および、まん延・拡大を防止することが目的です。

東京都のインフルエンザの定点あたりの報告数は、警報基準を下回りました。

報告数は減少していますが、感染陽性者がいなくなったわけではありません。

今後の患者報告数を注視し、油断せず状況に応じて、

部屋の換気・咳エチケット・手洗いの基本的な感染対策を続けてください。


